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年
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二
十
三
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四
十
一
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項
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文
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規
定
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お
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居
宅
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業
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行
う
者
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指
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よ
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事
業
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居
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ス
事
業
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廃
止
し
た
旨
の
届
出
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あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
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務
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の
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在
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又
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住
所
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宅
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ス
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介
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う
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又
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又
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青
森
県
告
示
第
八
百
九
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
一
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
�

保
安
林
の
所
在
場
所

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
野
牛
川
六
一
の
六
・
六
二
の
一
二

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

�

保
安
林
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
�

保
安
林
の
所
在
場
所

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
野
牛
川
六
三
の
三
・
六
三
の
八
・
六
三
の
九

(

以
上
三
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

飛
砂
の
防
備

�

保
安
林
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

三
�

保
安
林
の
所
在
場
所

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
野
牛
川
六
一
の
六
・
六
二
の
一
二

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
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公
衆
の
保
健

�

保
安
林
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
東
通
村
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
九
百
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成18年12月13日 水曜日 第2717号3

２ １ 図
面
番
号

国

道

国

道

道
路
の

種

類

三
九
四
号

三
三
九
号

路
線
名

上
北
郡
七
戸
町
字
花
松
林
ノ
根
三
の
二
か
ら

上
北
郡
七
戸
町
字
花
松
林
ノ
根
三
の
三
ま
で

五
所
川
原
市
大
字
沖
飯
詰
字
鴻
ノ
巣
二
三
八
か
ら

五
所
川
原
市
大
字
沖
飯
詰
字
鴻
ノ
巣
二
三
六
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 後 前
変
更
の

前
後
別

六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

四
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

四
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
六
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考

青
森
県
告
示
第
九
百
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

国
道
三
九
四
号

国
道
三
三
八
号

路

線

名

上
北
郡
七
戸
町
字
花
松
林
ノ
根
三
の
二
か
ら

上
北
郡
七
戸
町
字
花
松
林
ノ
根
三
の
三
ま
で

む
つ
市
脇
野
沢
小
沢
五
九
か
ら

む
つ
市
川
内
町
蛎
崎
半
右
エ
門
沢
二
一
の
一
四
九
ま

で

供

用

開

始

の

区

間

��･

��･

��

平
成
��･

��･

��

供
用
開
始

の

期

日
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公

告

換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

高
橋
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
部
町
役
場

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青 森 県 報平成18年12月13日 水曜日 第2717号 4

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

石
岡
ち
づ
こ
後
援

会

宮
崎
良
子

大
高
敬
子

弘
前
市
大
字
富
田
二
丁
目
三
の
二

六

平
成

��

･

��･

�

三
村
申
吾
を
励
ま

す
会

須
藤十
一
郎

小
枝
徳
博

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
茂
浦
字
茂

浦
三
六
の
一
七

��･

��･

�

雄
志
会

一
戸富
美
雄

竹
山
美
虎

青
森
市
港
町
二
丁
目
一
二
の
一
九

��･

��･

�

工
藤
の
り
や
す
後

援
会

中
村
正
彦

沢
田
公
勇

上
北
郡
七
戸
町
字
猪
ノ
鼻
一
四
三

の
一

��･

��･

�

村
上
秀
徳
後
援
会

工
藤

宰

秋
田
谷建
幸

つ
が
る
市
車
力
町
老
森
二
九

��･

��･

�

吉
岡
良
浩
後
援
会

長
尾
信
彦

舘
山
文
男

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
森
内
三

四
の
一

��･

��･

�

佐
藤
二
郎
後
援
会

森
田け
い
子

伊
藤
博
美

五
所
川
原
市
字
大
町
一
四
の
五

��･

��･

�

三
上
剛
後
援
会

三
上

剛

三
上
信
子

青
森
市
大
字
八
幡
林
字
三
島
三
三

の
二

��･

��･

�

沢
田
さ
と
し
後
援

会

山
崎
茂
穂

澤
田
末
也

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
斗
内
字
清
水

田
一
一
四

��･

��･

��

白
戸
勝
茂
後
援
会

木
村春
一
二

木
村
幸
子

つ
が
る
市
豊
富
町
屏
風
山
一
の
三

八

��･

��･

��

虹
風
会

山
口多
喜
二

神

清
蔵

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
湯

野
川
原
三
八

��･

��･

��

天
坂
広
司
後
援
会

天
坂
勇
一

天
坂

貢

つ
が
る
市
森
田
町
下
相
野
亀
山
三

��･

��･

��

鳴
海
初
男
後
援
会

越
谷
正
博

鳴
海
秀
雄

五
所
川
原
市
大
字
飯
詰
字
皆
瀬
一

の
二

��･

��･

��

天
坂
昭
市
後
援
会

斉
藤

勤

天
坂
則
幸

つ
が
る
市
木
造
出
来
島
雉
子
森
堀

切
一
七
四

��･

��･

��

奈
良
岡
か
つ
や
後

援
会

金
澤

茂

斎
藤千
代
久

青
森
市
青
柳
一
丁
目
三
の
一
四

��･

��･

��

平
山
幸
司
後
援
会

桑
田

茂

葛
西
敏
一

五
所
川
原
市
み
ど
り
町
四
丁
目
四

六

��･

��･

��

笠
井
幸
市
後
援
会

三
上
初
雄

笠
井
幸
貴

五
所
川
原
市
大
字
沖
飯
詰
字
鴻
ノ

巣
九
五

��･

��･

��



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日
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松
野
武
司
後
援
会

土
岐
芳
章

成
田
昭
則

五
所
川
原
市
大
字
神
山
字
殊
ノ
峰

一
六
の
三

��･

��･

��

坂
本
清
蔵
後
援
会

三
浦
幸
一

成
田
信
男

つ
が
る
市
柏
広
須
藤
枝
八
八

��･

��･

��

ま
す
じ
ん
英
文
後

援
会

相
馬
真
子

柿
本
重
治

十
和
田
市
西
一
番
町
一
一
の
一
二

��･

��･

��

豊
智
会

吉
田

豊

坂
本
文
則

上
北
郡
東
北
町
旭
南
三
丁
目
四
七

一
の
二

��･

��･

��

吉
田
豊
後
援
会

坂
本
文
則

坂
本
文
則

上
北
郡
東
北
町
旭
南
三
丁
目
四
七

一
の
二

��･

��･

��

伝
法
谷
謙
一
後
援

会

岡
元

隆

伝
法
谷謙
一

つ
が
る
市
木
造
出
野
里
船
川
二
の

一

��･

��･

��

森
園
秀
一
後
援
会

森
園
秀
一

森
園
秀
一

八
戸
市
大
字
糠
塚
字
下
屋
敷
四
の

四

��･

��･

��

山
田
と
し
お
青
森

県
後
援
会

種
市
一
正

松
本
淳
司

青
森
市
東
大
野
二
丁
目
一
の
一
五

��･

��･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
鶴
田

町
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大

字
山
道
字
前
田
一
九

の
六

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大

字
大
巻
字
川
瀬
四
〇

の
七

代

表

者

一
戸

豊

下
山

茂
元

平
成

��

･

��･

�

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
字
塔

ノ
沢
山
八
九
の
七

上
北
郡
東
北
町
字
塔

ノ
沢
山
八
八
の
一

自
由
民
主
党
東
北

町
支
部

代

表

者

沼
山

喜
久
男

蛯
沢

正
紀

��

･

��･

��

自
由
民
主
党
南
郷

村
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
南
郷
区
大
字

泥
障
作
字
泥
障
作
一

九
の
一

八
戸
市
南
郷
区
大
字

中
野
字
下
洗
一
八
の

一

代

表

者

壬
生

金
平

石
屋

俊
夫

��

･

��･

�	

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

蝦
名
魏
後
援
会

代

表

者

三
上

豊
彦

秋
元

健
蔵

会
計
責
任
者

加
藤

正
彦

秋
元

栄
治

平
成

��

･

��･

�

工
藤
正
廣
後
援
会

代

表

者

中
沢

豊
美

苫
米
地

明
雄

��･

��･

�

虹
風
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大

字
大
鰐
字
湯
野
川
原

三
八

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大

字
大
鰐
字
大
鰐
一
三

四
の
二

��･

��･

��

代

表

者

瀧
本

正
春

滝
本

正
春

会
計
責
任
者

神

清
蔵

佐
藤

義
則

む
つ
市
政
治
研
究

会

会
計
責
任
者

高
田

秀
子

高
田

江
美

��

･

��･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人
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政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

坂
本
寿
男
後
援
会

平
成
��

･

��･

�

平
成
��･

��･

�

戸
澤
栄
後
援
会

��･

��･

�

��･

��･

�

蝦
名
魏
後
援
会

��･

��･

�

��･

��･

��

虹
風
会

��･

�･

�

��･

��･

��

笠
井
幸
市
後
援
会

��･

��･

��

��･

��･

��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

一
戸

富
美
雄

(

県
議
会
議
員)

雄
志
会

一
戸富
美
雄

青
森
市
港
町
二
丁
目
一
二

の
一
九

平
成

��

･

��･

�

三
上

剛

(

県
議
会
議
員)

三
上
剛
後
援
会

三
上

剛

青
森
市
大
字
八
幡
林
字
三

島
三
三
の
二

��

･

��･

�

吉
田

豊

(

県
議
会
議
員)

豊
智
会

吉
田

豊

上
北
郡
東
北
町
旭
南
三
丁

目
四
七
一
の
二

��

･

��･

��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

中
村

寿
文

(

県
議
会
議
員)

青
山
会

公
職
の
種

類

県
議
会
議
員

八
戸
市
長

平
成

��･

��･

�

津
島

恭
一

(

参
議
院
議
員)

恭
進
会

公
職
の
種

類

参
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

��･

��･

��


